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工事記録写真撮影要領 

 

１． 目 的 

この要領は、広島市水道局（以下、「本局」という。）の発注する水道施設の新設、

改良工事等で、受注者が本局に提出する工事記録写真（電子媒体によるものを含む）

について、工事の各施工段階における施工状況、使用材料等の記録を残すとともに、

工事完成後に外面から明視できない部分の施工状況が契約どおり完全に履行されて

いるかなどの判断資料及び説明資料となるような作成を図ることを目的とする。 

 

２． 工事写真の分類 

工事写真は、目的別に次のように分類を行うものとする。 

  

 全景写真 

工事着手前の写真 

部分写真 

工事施工中の写真 

工事状況写真 工事施工中の写真 設計図と現地との不一致写真 

一般写真（準備､仮設､安全 

施設等の写真） 

全景写真 

工事完成写真 

部分写真 

その他の写真 

工事写真 出来形管理写真 出来形確認の写真 

寸法確認写真 

検収写真 材料検収を行った場合の証拠写真 

数量確認写真 

品質管理写真 測定、試験実施中の写真 

災害写真 被災現場写真 

償務写真 事前・事後の写真    

 

工事記録写真撮影基準 

 

１． 目 的 

この基準は、広島市水道局（以下、「本局」という。）の発注する水道施設の新設、

改良工事等で、受注者が本局に提出する工事記録写真（電子媒体によるものを含む）

の撮影方法及び整理方法について、必要な事項を定め、受注者が工事の経過及び施工

管理の状況等を適切に記録することを目的とする。 

 

 

２． 工事記録写真の分類 

工事記録写真は、次のとおり分類する。 

 （１）着手前及び完成 

 （２）施工状況 

 （３）安全管理 

 （４）使用材料 

 （５）品質管理 

 （６）出来形管理 

 （７）災害 

 （８）事故 

 （９）補償関係ほか 

 

 

表題の見直し 

 

 

表現の修正 
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３． 撮影者の心構え 

(１)工事写真の撮影は、担当者を定めて責任をもって撮影から整理までの管理を一

括して行うようにし、工事の規模によっては、撮影補助者をあらかじめ定めてお

くこと。 

(２)出来形、施工状況、材料検収等写真の目的により、被写体を明確にして撮影す

ること。 

(３)撮影場所、撮影位置、測点等を明確にして撮影すること。 

(４)工事は常に進行しており、施工順序、工程の進捗状況との関係を明らかにし、

着手前、施工中、完成後における撮影時期を逸しないようにすること。 

(５)どうすれば、その目的にあった写真が撮影できるか、十分考慮して構図を定め

かつ、使用器具の選定や撮影技法を工夫すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 工事記録写真撮影計画 

（１）工事記録写真撮影計画書 

受注者は、工事記録写真の撮影に先立ち、工事記録写真撮影計画書（以下、「撮

影計画書」という。）を作成し、施工計画書に添付して監督員に提出する。ただし、

軽易な工事においては、監督員の承諾を得たうえで、撮影計画書の作成を省略す

ることができる。 

 （２）撮影計画書の記載事項 

撮影計画書に記載する項目は、次のとおりとする。 

ア 撮影責任者及び撮影補助者 

イ 分類方法、撮影項目、撮影時期、撮影頻度 

ウ 撮影の留意点 

エ 撮影器具の仕様 

オ 工事記録写真の提出形式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影計画書の追記 

 

 

 

 

 

記載事項の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．撮影方法へ統合 
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４． 撮影の基本的事項 

(１)工事写真は、工程上撮り直しのできないものが多いので、撮影は十分注意して

行うこと。 

(２)一般的留意事項 

ア 施工段階ごとに見えなくなる部分については、特に撮影時期を逸しないよ

うに注意し行うこと。 

イ 寸法確認写真は、カメラアングルが悪いと写真に正確な寸法が表示できな

いので、カメラの位置はなるべく被写体と測定尺、あるいはあて木等に対し

て正面になるようにすること。 

        

 

ウ 同じ撮影項目の写真を撮影する場合は、測点等を黒板に明示し、できる限り

周囲の地形、風景を背景に入れるなどして、どこの写真かをはっきりするよう

に工夫すること。 

エ 配管工事の各段階写真を撮影する場合は、測点を決め周囲の地形、風景が入

るよう同じアングルから撮影すること。また、撮影時、黒板の字が判読できる

よう工夫すること。 

オ 設計図書の内容をよく理解し、設計内容が細部にわたって写真で説明でき

るよう配慮して撮影すること。 

カ 写真を撮影後、速やかに整理し、目的の写真が撮れているかどうか確認する

こと。 

 

 

 

（３）使用器具 

ア カメラ 

(ア) 撮影目的に最も適したカメラ及びレンズを使用すること。 

(イ) 占用許可等で必要な写真は、緊急を要する場合には監督員と協議のうえ、

次のカメラを使用すること。 

  ・35 ミリフィルム（135 フィルム）用カメラ 

  ・インスタントフィルム用カメラ 

  ・デジタル用カメラ 

イ 照 明 

夜間撮影の場合又は撮影目的を果たし得ない明るさの場合は、照明設備を

整えるか、ストロボを使用すること。 

ウ 黒 板（表示板） 

(ア) 写真撮影の対象物、撮影箇所、条件等を明確に表すため、必ず黒板を入

れて撮影すること。 

(イ) 黒板の様式は、下図を参考とし、あらかじめ白色又は黄色ペイントで枠

どりし、必要事項を記入しておくこと。 

 

４． 撮影方法 

（１）撮影の基本的事項 

ア 工事記録写真の撮影にあたっては、常に工事の進捗状況を把握し、撮影時

期を失しないようにする。 

イ 原則として、黒板（表示板）を入れて行う。 

ウ 撮影は、被写体に平行または直角の方向から行い、黒板（表示板）等の文

字がハレーションにより見えなくなることを防ぐため、反射光を受けない角

度とする。 

エ 同一の被写体の施工過程を撮影する場合は、一定の方向から同じような構

図で行う。 

オ 一部分を拡大撮影する場合は、拡大写真とは別に、その箇所の全景（被写

体とその周辺）を写した写真も撮影し、拡大した被写体の位置がわかるよう

にする。 

カ 寸法検測写真は、測定器具を使用し、目盛が正確に読み取れるように配慮

して行う。 

 
 

キ 夜間に撮影する場合や暗い部分を撮影する場合は、必要に応じてストロ

ボ、照明等の補助用具を適宜使用し、被写体が明瞭に写るようにする。 

 

 

（２）撮影に使用する器具等 

ア カメラは、原則としてデジタルカメラを使用する。 

イ 黒板（表示板）は、下図を参考とし、工事番号、工事名、測点、工種、受

注者及びその撮影内容を説明する事項を記載する。 

 

黒板（表示板） 

工　事　名

測　　 　点

工 　　　種

平成　　　　年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　注　者
 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明図の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の追記 

 

 

 

表現の修正 

写
真
に
現
れ
る
寸法

あて木

測
定
尺

(悪いカメラの位置）

（良いカメラの位置）

　左図のようにあて木が厚いと
撮影角度によって写真に現れる
寸法が異なってくるので､薄めの
あて木等を使用する｡

実
物
の
寸
法

写
真
に
よ
る
寸
法

実
際
の
寸
法

測
定
尺

ズレ

あて木

悪いカメラの位置

良いカメラの位置
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写真説明用黒板 

工　事　名

測　　 　点

工 　　　種

平成　　　　年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　注　者
 

エ 測定器具 

出来形写真には、その寸法が確認できるよう箱尺、リボンテープ、あて木等

の準備をし、撮影すること。 

 

オ その他 

(ア) 撮影箇所の周囲は、よく整理して撮影すること。また、コンクリート構

造物は、土砂等の付着物をよく清掃して撮影すること。 

(イ) 夜間工事の写真は、夜間の状況が判断できるように撮影すること。 

(ウ) 完成写真は、残材等すべての跡片付けが完了した状態で撮影すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 工事写真の撮影方法 

（１）工事状況写真 

ア 工事着手前及び工事完成写真 

(ア) 着手前及び完成後における工事区間の全体状況を把握するため、写真は

定点を持って同一方向から同一箇所を撮影すること。 

(イ) 工事区間（路線）の全体を、測点ごとに、着手前と完成後とが比較対照

できるように撮影すること。ただし、全景写真で状況把握が不十分な場合に

は、部分写真を撮影し、全景写真を補完すること。 

イ 工事施工中の写真 

(ア) 設計図書に合った適正な施工がなされているかどうかの判断資料とする

ため、設計図書の工種ごとの進捗に合わせ撮影すること。 

(イ) 撮影の際、その目的が判然と表現できるよう箱尺、リボンテープ、黒板

等を常に取り入れて撮影すること。 

(ウ) 施工場所がはっきり確認できるよう可能な限り付近の目標物を入れて撮

影すること。 

(エ) 設計図書と現地とが一致しない場合の判断資料とするため、写真で明確

に不一致な状況が判定できるよう黒板に寸法等を明示して撮影すること。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 測定器具は、出来形寸法等を確認できるスタッフ、スペースロッド、スラ

イドロッド、巻尺、リボンロッド、あて木、デプスコアーロッド等を使用す

る。 

 

 

 

 

 

 

５． 撮影内容 

（１）撮影内容 

工事記録写真の撮影項目、撮影箇所、撮影頻度は、別添の「撮影内容一覧表」

による。なお、これに記載のない撮影項目は、類似の撮影項目を参考とし、監督

員と協議のうえ、撮影する。 

（２）撮影内容一覧表の用語の定義 

ア 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚

数のことをいう。 

イ 箇所毎とは、全施工箇所をいう。 

ウ 区間毎とは、施工区間をいう。 

エ 打設工程毎とは、コンクリート打設回数毎をいう。 

オ ロット毎とは、原則として同一作業班が同一日に施工した圧接箇所をいう。 

 

６． 撮影に関する留意点 

撮影にあたっては、写真の種別に応じた施工状況、寸法の確認など撮影の目的

を把握し、その意図したものが写真で確認できるように撮影する。 

（１）着手前及び完成写真 

   着手前及び完成写真は、工事目的物の全体的な状況を把握するもので、工事の

着手前及び完成後の現地の状況を撮影する。 

ア 着手前写真は、現地着手前の状況を撮影するもので、目的物の完成状況を考

慮し、撮影位置、構図を決定する。 

イ 完成写真は、工事完成後の写真を撮影するもので、着手前写真と同じよう

な構図で撮影する。 

（２）施工状況写真 

  施工状況写真は、全体工程を把握できる資料、施工状況を確認する資料等とな

るように撮影する。 

ア 工事の進歩状況写真は、着手前写真と同じような構図で撮影する。 

イ 現地との不一致の撮影は、現地にマーキング、測定器具、丁張等で、設計図

書との不一致の状況等がわかるように撮影する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

測定器具の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影内容の詳細の追記 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

 

撮影に関する留意点の追記 
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(オ) 安全管理に必要な施設等は、道路交通の安全及び作業員の安全等を確保

するために、工事現場に設置するものであり、後日、安全管理に注意を払

い施工をしたことが確認でき、また万一事故が発生した場合の原因解明が

できるように撮影すること。 

 

（２）出来形管理写真 

設計図書における設計値と出来形との確認をするため、黒板には必要に応じ

て設計値と実測値を記入し、設計図書等と写真が照合できるように撮影するこ

と。 

（３）検収写真 

工事に使用する材料の寸法、数量等を使用後において確認するため、材料が

現地に搬入された時点において、寸法及び数量等を黒板に明示し撮影するこ

と。 

（４）品質管理写真 

使用材料の品質を確認するため、試験や測定の実施状況を撮影すること。 

（５）災害写真 

工事施工期間中、天災その他不可抗力等により事故が発生した場合の判断資

料とするため、常日頃から施工状況の撮影を漏らすことのないようにするこ

と。 

（６）償務写真 

市街地の工事では、家屋等への損傷を与える恐れがあるので、あらかじめ想

定される影響範囲の建物その他の構造物について、工事着手前に家屋調査を行

い、家屋等へ損傷を与えた場合は、その状況について詳細に撮影すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）安全管理写真 

 安全管理写真は、工事における保安施設等の配置状況や安全確保のための対策

等の状況を把握するために撮影する。 

ア 安全管理写真は、交通誘導警備員配置箇所すべての交通整理状況を撮影す

る。 

イ 安全教育実施状況写真は、実施内容や参加人員全体がわかるように撮影す

る。 

（４）使用材料写真 

使用材料写真は、工事に使用される主要材料のうち、使用後に形状、寸法、品

質等が確認できなくなるものについては、工事に使用される前に撮影する。 

また、事前に監督員の確認を受けなければならない材料がある場合は、その検

査実施状況、材料検収状況を撮影する。 

ア 可能な限り背景に現場の一部を入れて撮影する。 

イ 材料検収状況は、立会者を入れて撮影する。 

（５）品質管理写真 

品質管理写真は、試験室または施工現場において実施する試験、測定等につい

て、その実施状況が確認できるように撮影する。 

ア 試験の内容及び試験に使用した機械・器具が確認できるように撮影する。 

イ 黒板（表示板）には、規格値と測定値を記入し、工事記録写真で確認できる

ように撮影する。 

ウ 使用試験器具等に目盛りがある場合は、写真で目盛りが確認できるように

撮影する。 

（６）出来形管理写真 

出来形管理写真は、対象物の全体に対する位置づけがわかる構図とし、寸法検

測、数量確認、状況把握、機種、材料確認の目的に応じて撮影する。  

ア 黒板（表示板）には、設計値と実測値を記入し、設計図書等と工事記録写真

が照合できるように撮影する。 

イ 寸法検測写真は、測定した寸法が判読できるように撮影する。 

ウ 数量確認写真は、対象物の全数が入る構図とする。なお、同時に全数が入

らない場合は、組み写真とする。 

エ 状況把握写真は、必要に応じて作業の前後が比較できるように撮影する。 

オ 機種、材料確認写真は、撮影対象の機種または機器など機械配置がわかる

ように撮影する。 

（７）災害写真 

天災等による損害を的確に把握するために、被災直後、被災後、応急対策後に

ついて撮影する。 

（８）事故写真 

事故発生状況を的確に把握するために、事故発生直後、事故発生後について撮

影する 

（９）補償関係ほか 

ア 補償関係写真は、あらかじめ工事の振動による建造物のクラックなど予想

される場合に、想定影響範囲の物件などを対象に発生前、発生直後、発生後

に撮影する。 

イ 環境対策写真は、次の目的別に撮影する。 

① あらかじめ工事の締め切りによる井戸水の枯渇など予想される場合に、

想定影響範囲の物件などを対象に発生前、発生直後、発生後に撮影する。 

② 建設機械毎に、排出ガス対策型建設機械の使用状況を撮影する。 

③ 公衆衛生（トイレ設置）状況を撮影する。 

ウ イメージアップ等写真は、各施設設置状況を撮影する。 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の修正 

 

 

表現の修正 

 

 

表現の修正 
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６． 留意事項 

（１）工種別の撮影項目、撮影箇所及び撮影内容、撮影頻度については、別紙の撮

影内容一覧表によること。 

なお、建築・機械・電気設備工事の撮影箇所及び撮影内容、撮影頻度につ

いては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方」によるこ

と。 

（２）撮影内容一覧表は、基準を示したものであり、工事内容により必要に応じて

変更を行うこと。 

（３）撮影内容一覧表にない撮影項目については、類似の撮影項目を準用すること。 

（４）撮影頻度の定義 

ア 箇所ごととは、全施工箇所をいう。 

イ スパンごととは、１日の作業区間をいう。 

ウ １路線ごととは、ある一定の区間をいう。 

エ 打設工程ごととは、コンクリート打設回数ごとをいう。 

オ 適宜とは、監督員と協議し、撮影頻度を決めるものとする。 

カ 施工単位とは、施工箇所の１ブロックをいう。 

キ １施工単位とは、１ブロック内で形状寸法、規格等ごとをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５.撮影内容へ統合修正 
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７． 工事写真帳の整理 

（１）工事写真帳は、撮影内容一覧表の撮影頻度に基づいて撮影した写真の中から

選択したものを整理し作成すること。 

（２） 写真をより明確にするため、必要に応じて、設計図や略図あるいは拡大図を

添付し写真の整理を行うこと。 

（３）撮影頻度に基づいて撮影した写真は、速やかにベタ焼きしネガと対比してネ

ガブックに整理するとともに、工事写真帳に整理する写真を選択して焼き増し

しておくものとする。ＡＰＳのカートリッジフィルムで提出する場合はカート

リッジフィルム内の撮影内容がわかるように明示し、インデックス・プリント

とともに提出すること。 

（４）工事写真帳の様式 

ア 工事写真帳は、４切版のフリーアルバム又はＡ４版とする。 

イ 工事写真帳の表紙 

（ア）表表紙は下記のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）背表紙は、下記のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以下、工事写真帳の整理

（フィルム用撮影）の削除 

 

 

1 10

写真帳
番　号 工事番号 工　　事　　名 請負者名

工 事

受注者 

工　　事　　名

工　事　場　所

1/10

着手日：
完成日：

配　管　工　事

請　負　者　名

写真帳番号

整理項目

写真帳番号の全てに記入
受 注 者 名 
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現 行 見 直 し 見直し内容 

 

（５）写真の編集 

ア 写真編集の基本事項 

（ア） 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、着手前、完成写

真等はキャビネ版又はパノラマ写真（つなぎ写真可）とすることができる。

また、監督員が指示するものは、その指示した大きさとすること。 

（イ）表表紙の裏に図面袋を添付し、その中に撮影内容一覧表の撮影項目に基

づき工事写真目録及び写真整理平面図等を作成し納めること。 

（ウ）編集は、原則として１路線を１単位とする。ただし、路線が長い場合は、

適当に分割すること。 

イ 説明図等の添付 

（ア）どの路線の写真かを分りやすくするため、平面図を縮小して、路線ごと

に写真の前に添付すること。 

（イ）写真にて表現しにくいものは、別途に図面等を添付すること。 

(６) 工事写真の提出 

ア 工事写真として、工事写真帳と原本（ネガブック、ＡＰＳカートリッジフ

ィルム・インデックスプリント）を工事完成時に各１部提出すること。ただし

監督員から追加提出を求められたときは、これに応じること。 

イ 道路管理者、河川管理者等へ提出する写真は、工事着手前、施工中、完成

後の状況がよくわかるように工事写真帳とは別冊に整理し､監督員に提出す

ること。 

ウ 撮影したフィルムは、撮影後、速やかに現像焼付けし、工事写真目録順に

ネガブック等にネガとベタ焼きを対比させて整理しておくこと。 
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８． 電子媒体による工事写真の整理 

電子媒体に記録する工事写真等の整理については、別に定める「工事写真等の電子

納品作成基準」によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７． 整理方法 

（１）整理上の留意点 

整理する順番は、設計図書の工種毎に、工事の着手前から完成までの経過が把

握できるように順序よく編集する。 

（２）写真帳（ダイジェスト版）の作成 

     写真帳の様式は、A4 版縦型とし、表紙には、工事番号、工事名、工事完成日、

受注者を記入する。 

 

**． 工事写真等の提出 

道路管理者、河川管理者等へ提出する工事写真等は、工事着手前、施工中、完

成の状況がよくわかるように整理すること。また、写真帳（ダイジェスト版）と

は別冊に整理し､監督員に提出すること。なお、監督員から追加提出を求められ

たときは、これに応じること。 

 

 

８． 電子媒体による工事記録写真の作成 

電子媒体に記録する工事記録写真の作成については、別に定める「工事写真等の

電子納品作成基準」による  。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理方法の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記仕様書へ記載 

 

 

 

 

表現の修正 

1 （着手前） （着手前）
10

ネ　　　　ガ ベ　　タ　　焼

（完成後） （完成後）

ネ　　　　ガ ベ　　タ　　焼

（試験堀） （試験堀）

ネ　　　　ガ ベ　　タ　　焼

（舗装取壊工） （舗装取壊工）

ネ　　　　ガ ベ　　タ　　焼

（床掘工） （床掘工）

ネ　　　　ガ ベ　　タ　　焼

（埋戻工・転圧工） （埋戻工・転圧工）

ネ　　　　ガ ベ　　タ　　焼

インデックスで見出しを付ける

ネ ガ ブ ッ ク
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  別添「撮影内容一覧表」参照 

 

撮影内容一覧表を全面見

直し 
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別添「撮影内容一覧表」参照 

 

撮影内容一覧表を全面見

直し 
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別添「撮影内容一覧表」参照 

 

撮影内容一覧表を全面見

直し 
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 別添「撮影内容一覧表」参照 

 

撮影内容一覧表を全面見

直し 
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 別添「撮影内容一覧表」参照 

 

撮影内容一覧表を全面見

直し 
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 別添「撮影内容一覧表」参照 

 

撮影内容一覧表を全面見

直し 
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 別添「撮影内容一覧表」参照 

 

撮影内容一覧表を全面見

直し 
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 別添「撮影内容一覧表」参照 

 

撮影内容一覧表を全面見

直し 

 


